
議案第２８号 

 

工事施行協定の変更について 

 

新堀歩道橋撤去工事に関する施行協定の一部を次のとおり変更する。 

協定の金額「５２１，０００，０００円」を「４８２，２００，０００円」に

変更する。 

 

 

令和７年２月２１日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

提 案 理 由 

令和５年６月２１日に議決された新堀歩道橋撤去工事に関する施行協定の一部

を変更したいので、この案を提出するものである。 

 


